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平成２１年度第１回協働支援会議 

平成２１年４月６日午後２時００分  

区役所本庁舎６階第４委員会室 

 

出席者 早田委員、関口委員、宇都木委員、内山委員、鈴木委員、冨井委員、伊藤委員、 

事務局 地域調整課長、早乙女協働推進主査、西堀主査、永澤主事 

 

 地域調整課長 それでは、ただいまより平成２１年度第１回協働支援会議を開催させて

いただきます。 

私、この４月１日から地域調整課長となりました加賀美と申します。よろしくお願いい

たします。 

お手元に本日、次第を配付させていただいておりますので、次第に基づきまして本日の

会を進行させていただきたいと思います。 

最初に委嘱状の交付を行いたいと思います。私がお名前を読み上げますので、読み上げ

られた方は前のほうに出ていただいて、区長から。 

では、最初に早田宰様。 

区長 委嘱状。早田宰様。新宿区協働支援会議委員を委嘱します。期間、平成２１年４

月６日から平成２２年３月３１日まで。平成２１年４月６日、新宿区長、中山弘子。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

地域調整課長 宇都木法男様。 

区長 どうも。委嘱状、宇都木法男様。以下、同文ですので、省略をさせていただきま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

地域調整課長 関口宏聡様。 

区長 委嘱状、関口宏聡様。以下、同文ですので省略をさせていただきます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

地域調整課長 内山邦男様。 

区長 委嘱状、内山邦男様。以下、同文ですので、省略をさせていただきます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

地域調整課長 鈴木幸展様。 

区長 委嘱状、鈴木幸展様。以下、同文ですので、省略をさせていただきます。どうぞ
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よろしくお願いいたします。 

地域調整課長 冨井敏弘様。 

区長 委嘱状、冨井敏弘様。以下、同文ですので、省略をさせていただきます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

地域調整課長 伊藤清和様。 

区長 委嘱状、伊藤清和様。以下、同文ですので、省略をさせていただきます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

地域調整課長 なお、この協働支援会議の委員につきましては、８名の委員の方をお願

いしているところでございますが、きょう、もう１名、村山昇、新宿区社会福祉協議会の

事務局次長が所用により来ておりませんが、委員として本年度依頼してございますので、

よろしくお願いいたします。 

それでは、次に区長よりごあいさつを申し上げます。区長、よろしくお願いします。 

区長 皆さん、改めまして区長の中山弘子でございます。本日は、平成２１年第１回の

協働支援会議の開催に当たりまして、ごあいさつを申し上げます。 

委員の皆様にはご多忙のところ、協働支援会議委員をお引き受けいただきまして、まこ

とにありがとうございます。この協働支援会議も１６年度から始まったと思います。です

から、今年度で６年目を迎えることとなりました。今年度は３名の新しい委員の方をお迎

えしております。 

委員の皆様にはそれぞれのご専門、また区民の視点から活発なご意見をいただけますよ

うお願いを申し上げます。これまで協働推進基金を活用したＮＰＯ活動資金助成の審査を

始め協働事業提案の審査や協働事業の評価、また区民の皆さんやＮＰＯ事業者の方々と区

との協働を推進する過程で生じるさまざまな問題などに対しましてご協議をいただき、ご

意見をいただいてまいりました。 

今年度も引き続きＮＰＯ活動資金助成や、４年目を迎える協働事業提案の審査や、協働

事業の評価を初め、協働を推進するための仕組みづくりについて協議をしていただいて、

ご意見をいただくことになりますので、皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

新宿区は皆さんもうご存じかと思いますけれども、基本構想で目指すまちの姿を「『新宿

力』で創造する、やすらぎとにぎわいのまち」と定めておりまして、その実現のために第

一次実行計画を策定して取り組んでいるところです。 

新宿のまちには、生き生きとみずからの力を生かして活動する多くの人々がいます。新
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宿力とはこうした人々の新宿のまち、それから新宿のまちを自分たちで担っていきたいと

いうような、そういった自治の力を象徴的にあらわした言葉であると考えております。 

今後も地域の多様な主体の皆さんの参画と協働によって住民自治、新宿のまちをみんな

で担うという、そういった住民自治の充実をより一層図ってまいりたいと考えております。 

先月まで開催されていました第１回定例議会におきまして、平成２１年度予算が成立を

いたしました。昨年度、協働事業提案制度により皆さんが選定してくださいました５つの

協働事業と、昨年度から継続して取り組む１つの協働事業の合わせて６つの事業を今年度

の計画事業として実施をいたします。 

この協働事業提案制度は、これからの人口減少社会においては、行政みずからがすべて

の公共サービスを提供するのではなくて、必要な公共サービスを地域団体、ＮＰＯ、また

民間事業者などの多様な主体の皆様方との協働によって提供していくための一つの大きな

仕組みになるというふうに考えております。 

また、予算編成過程への区民参加を進める仕組みとしても、今後も取り組んでまいりた

いと考えているところです。さらに、地域におけるＮＰＯなどとの連携につきましては、

区に登録をしていただいているＮＰＯが中心となって設立された新宿ＮＰＯネットワーク

協議会というのがございますけれども、このネットワーク協議会が主体となって、区と協

働して、区民活動支援のためのウェブサイトでキラミラネットというのを運営しておりま

す。 

このサイトは身近な地域活動の情報の発信や収集、またサイトを通じたイベントの参加

申し込みができるようになってございます。区民とＮＰＯ、あるいはＮＰＯ同士の情報が

共有されることによって、区民の方々が団体への活動に参加する機会がふえることと、団

体同士の活動が活性化され、今後は具体的な地域課題に対する取り組みが進んでいくもの

と考えております。 

私自身もＮＰＯの皆さんや地域で活動する区民の皆さんと意見交換を重ねて、区民が抱

えるさまざまで、また困難な課題に対して、こうした皆さんとの協働によって解決への道

を切り開いていきたいと考えています。 

ぜひ委員の皆さんの活発な議論により、協働の輪を広げるための具体的なご提言をいた

だければとお願い申し上げます。 

協働支援会議の開会に当たりまして、ごあいさつとさせていただきます。 

皆様、これから１年間、かなり忙しい中身の詰まった会議となるかと思いますが、お忙
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しいところ大変かと思いますけれども、ぜひこの新宿のまちのみんなでまちを担う仕組み

づくりでありますこの協働という考え方の発展に、この協働支援会議というのは大変大き

な役割を果たしていただいておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

本当にありがとうございます。 

地域調整課長 区長、ありがとうございました。 

続きまして、委員の紹介をさせていただきたいと思いますが、自己紹介でお願いをした

いと思います。 

では、早田先生のほうから初めに、宇都木さんのほうへ自己紹介ということでお願い申

し上げます。 

早田委員 早田宰と申します。早稲田大学の教授をしております。専門は協働のまちづ

くりが専門です。協働のまちづくり、幅広いのですけれども、主に行政のほうと、それか

らあとは計画立てといいますか、まちづくりの都市計画のほうと二足のわらじでやってお

ります。 

前の座長の久塚純一先生とは隣の研究室で、いつも協働について教えていただいている

ということで、流れも多少は伺っておりますけれども、大変不慣れでありますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

区長 よろしくお願いします。 

地域調整課長 宇都木様、お願いします。 

宇都木委員 ＮＰＯ事業サポートセンターの宇都木です。引き続きよろしくお願いしま

す。 

区長 お願いします。 

地域調整課長 関口様、お願いします。 

関口委員 ＮＰＯ法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会、関口と申します。前

年度の徳永より私、引き継ぎまして、まだまだ若輩者なのですけれども、新宿区のために

精いっぱい頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

地域調整課長 内山様、お願いします。 

内山委員 区民公募の公募委員の内山でございます。ことしが最後の任期になりますの

で、もう１年頑張りたいと思います。よろしくお願いします。 

地域調整課長 鈴木様、お願いします。 

鈴木委員 公募区民の鈴木でございます。よろしくお願いいたします。もともとのこう
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いう活動との出会いというのは、もう２年前になりますけれども、区民会議でちょうど私、

第６分科会、この扱ったテーマが住民自治と協働ということで考えでして、こんなような

チャンスがあるということで応募をいたしました。２年目になりますので、ぜひよろしく

お願いいたします。 

地域調整課長 冨井様、お願いします。 

冨井委員 公募区民の冨井です。１年間やらせていただいて、協働ということがいかに

難しいかということです。後ほど懇談会もあるようですから、言いたいこともぜひ。本当

にそれをひしひしと感じました。自分自身も新宿区の別のボランティアをやっているので

すけれども、そういうところといかにこういうところをマッチングさせるかということが

難しいのか。それをいかにクリアしていくかといいますか、それをバリアフリーのほうに

努力するべくもう１年、お願いしたいと思います。 

地域調整課長 伊藤様、お願いします。 

伊藤委員 企業の委員として参加しています伊藤でございます。新宿区の中でいろいろ

と企業の立場から社会貢献活動に参加させていただきまして、いろいろと新宿区の行って

いること、それと区民の方が思っていること、いろいろな場所で触れ合いをさせていただ

きまして、非常に企業の社会貢献を推進する上でためになっております。今後ともよろし

くお願いいたします。 

地域調整課長 酒井部長も一言。 

地域文化部長 地域文化部長酒井でございます。引き続きよろしくお願いいたします。 

地域調整課長 どうもありがとうございました。 

では、続きまして、座長代行の宇都木様から、平成２０年度の新宿区協働事業評価報告

書を区長のほうにご提出を願いたいと思います。 

宇都木委員 報告書ができ上がりました。 

区長 どうもありがとうございます。皆さん、どうもありがとうございます。 

地域調整課長 どうもありがとうございました。宇都木さん、よろしいですか、一言お

願いして。 

宇都木委員 久塚先生に本当はお渡ししていただくのですが、先生がパリのほうへ行っ

ちゃいましたので、私がさせていただきました。昨年度は２３件の提案事業がありまして

審査したのですが、その中で審査委員会としていろんな議論をしてまいりまして、結論か

ら言いますと、次に向けて我々が果たすべき役割というのは、まだいろんなことが出てき
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たよねというところが、率直に言ってこの審議会を通じてみんなの共通認識になってきて

いまして、したがって審査委員会は提案事項の審査だけではなくて、市民が担う公共公益、

あるいはまた新しいまちづくり、それから市民参加協働を審査会としてもともに参加して

つくっていくというようなことを、少しみんなで議論してみたらどうかねという話にもな

っております。例えば新宿区は大変大きなまちですから、ほかのまちにない特徴を持つま

ちづくりを進めていけば新宿モデルみたいなものを、区長さんが実現できるように、私た

ちとして何かお手伝いできれば大変ありがたいな、委員会としても役割を果たせるのでは

ないかと思いまして、そんな思いを込めた報告書になっていますので、どうぞよろしくお

願いします。 

区長 ありがとうございます。 

地域調整課長 どうもありがとうございました。 

続きまして、区長との懇談に入りたいと思います。おおむね３時ぐらいまで予定してお

りますので、各委員の皆様方、ご自由に区長と懇談をお願いしたいというふうに思います

ので、どうかよろしくお願いいたします。 

宇都木委員 いいですか。最初に、久塚先生がいれば多分こういう話をするのだろうな

ということを前置きして、最初にお話し申し上げたいと思うのですが、女性がいないので

す、委員の中に。 

区長 ええ、ええ。 

宇都木委員 大変それはどういうことなのか、偶然だろうと思いますが、したがって私

たちが女性の代理もしなきゃいけないのだろうというふうに思いますので、市民団体やＮ

ＰＯの中にはたくさん女性のリーダーがいますから、機会あるごとにこの委員会に参加い

ただいたりして、女性の立場からのご意見をいただきたいなと。女性がいなかったから、

この委員会は何か女性を無視しているのではないかなんて思われないように頑張ります。 

区長 わかりました。ぜひよろしくお願いいたします。 

実は新宿区は男女共同参画ということで、いろんな会議体に可能な限り男女が互いに４

割程度とかそういった基準を設けているのですけど、たまたまここはちょっと。 

地域文化部長 そうですね、たまたま社協からも変わりましたし、またシーズさんから

もちょっと変わりましたし。 

区長 すみません、どうも。そういった視点を持っていただいているということを大変

ありがたく思いますので、よろしくお願いいたします。 
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宇都木委員 せっかくの機会ですから、冨井さん、どうぞ。 

冨井委員 先ほどちょっと申し上げましたが、久々にやっていて入り口、中間、出口と

こうあるのですけど、入り口というのは広くどういうグループというか、ＮＰＯを選ぶか

ということが１個非常に大きな課題としてある。中間は予算が１年、単年度ですから、途

中で終わってもいないのに中間で何か評価をしなきゃいけないということで非常に難しい

部分。最後は、終わるのですけれども、終わった後、この事業は１年でやめるのか、２年

続けるのか、新宿区の事業にするのか、ＮＰＯとしてもっと育ててほしいのかという、そ

ういう何か出口を見つけて、おこがましいようですけれども、それのサポートをしなきゃ

いけない。そういう３つがあって、その３つがなかなか、今年いろいろ議論したのですけ

ども、これだというのが１個も、１個もというのではないですけど、見つかっていないで

す、この３つに対して。 

それで、やっぱり今年はそれを何かある程度方向づけしたいなと思うのです。特に中間

の評価というのが、１０月ごろやっちゃうと、そこで脱落しちゃうとか、そこでもうここ

はだめだよねというような評価を与えてしまうというのが、非常に何か我々としては僭越

だなというような気もします。 

だから、そういうところが単年度じゃなくても、入り口をものすごく厳しくして、もう

２年しなさいとか、そういうようなやり方もあるのかなという、それはこれから議論して

いかなきゃいけない。 

それと、一番大切なのは、終わった後、この５００万がなくなった後、この事業をどう

するのですかというところが、結構皆さん多分受かった人でも悩んでしまっている。終わ

った後、皆さんどうするのですかという、そういう何かＮＰＯにとってもそこのところが

すごく難しいところで。 

区との協働ですから、区とＮＰＯとがどういうふうにやって３年目から、より先ほどお

っしゃった協働を通じて自治を広げていくというところをどう実現していくのか。それが

すごい大きなこれ、始めていますけれども課題だなというふうに思っています。 

その結論というか、今年またその辺を中心によく議論をしないといけないと思っていま

す。 

区長 ほかの委員の方は今のお話というのは、ある意味では協働事業の一つの何か。 

伊藤委員 冨井さんと同じように事業をやっていく中で、結構予算づけするのがおくれ

ます。そうすると、その活動自体もおくれていくので、どうしても後ろへ行く。それをま
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だ本格的に事業が。 

区長 動く前。 

伊藤委員 動く前に、取っかかりのときで評価してという形になっちゃったので、今は

難しいところで。それとあと、区の本来事業の中に取り込むときに、例えば最初、この協

働事業として提案したときにはいろいろな区の思い、ＮＰＯさんの思いがあって２つに、

２つといいますか、こちらの職員さんもいて、盛り上げてきてうまくいったね。じゃ、区

の本来事業に入れようねという形になっていっていると思うのですけども、その時点で大

事にしたいのはＮＰＯさんの育ての親の思いと、それから今度は生みの親の思いと育ての

親の思い、この辺がうまくドッキングしていないと、何かやっていたのにうまくいって取

り上げられて、ああ、思いが違うほうに行っちゃったなという、そういう挫折感というか、

それが起きないようにしないと、次にそのＮＰＯさんができていかないと。 

区長 そうでしょうね。 

伊藤委員 それと今言った、１つは確認したのだから、その確立されたものに対する肉

づけのようなことに、またそのＮＰＯさんがやってくれると、どんどんこう太い柱になっ

ていくのではないかなという気がして、この本来事業に取り込まれたときの思いを私は思

っています。 

鈴木委員 先ほど宇都木さんが、協働支援会議そのものも議論をしないといけないよと。

今のお二方の委員のお話というのは、要は制度設計をやっぱり今回この１年、２年たった

案件の検討の中で、制度の課題というのがだんだん浮き彫りになってきた。そのための制

度だと思いますけれども、それについて今回、今年度はその事業評価と合わせて幾つか制

度設計に対する提言をやる年度なのかなと。 

やはり今、皆さん思いましたけど、非常にＮＰＯの方というのは熱意があって、それで

ある団体は、みんなの評価というのは非常にいいのです、これはやるべきだと。 

ところが、例えば制度設計の関係上でいうと、例えば新宿区民という定義があります。

ところが、昼間の人口と住んでいる人口というのはもうすごい差があって、いろんな意味

でその差そのものが、もしかすると新宿力かなということになると、やっぱり我々の協働

事業というのは、また違った視点もあるのかなということを含めて、少し今年度は制度設

計そのものの提言をする年なのかなというふうに思っております。 

だから、宇都木さんが先ほど言われたのはそんなことかなと思います。ですが、宇都木

さん、ちょっと違うよと。 
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宇都木委員 言葉はいっぱい出ているのですけど、僕はいつも言うのですけど、安心し

て住めるまちをどうつくっていくかということは、住んでいる人たちもそうだし、行政の

最大の課題でもあるし、市民運動もそうだと思うのです。そういうことだとか、住んでい

てよかったと思えるようなまちだとか、あるいは新宿が本当に少子高齢社会にふさわしい

新しい地域コミュニティーが生まれてくるとか、地域が変わってくるということは、それ

ぞれが提案をして、それぞれがそこに向けていろんな分野で活動しているのですけど、そ

れが、じゃ、どういうふうに実際に何年か過ぎたときに変わってきているのか。 

それから、それが市民の目にどう写っているのかということじゃないと、行政の皆さん

からいうと住民自治の拡大なんていうのは、言葉では簡単だけど、だれが自治を担って、

住民というのはだれかとわからないですよ、住民というのは。 

だから、そこの地域を支えている人たちが、当事者が主体となって、どういうふうなま

ちづくりに取り組んでいけるのだろうかということを、こういう協働事業提案など、ある

いはＮＰＯ助成などを通じて、広く市民の皆さんとそこのところがわかり合えるような理

解が拡大していくようなことにならないと、多分その制度は何回かやって、その制度だけ

がやったよねという実績で、やろうとしている本当のところが手が届かないということに

なりかねないので、今、鈴木さんも冨井さんも後半でこう言われたのだけれども、本当に

そこに届くようにするには、この委員会としてどういう役割を果たすのかというところを

改めてやっぱりこの１年間、さまざまな提案を審査するに当たっても、そういうところを

かなり問題意識として持ちながらやっていかないと、委員会、何していたのという、委員

会が問われちゃうので、そこは少し３年目は、そんなところにも目を向けて行かなきゃい

けないのかねというのが、お互いが共通した認識になってきていると思うので、そのこと

は報告書の中にもこれからの課題として幾つか出させていただいたので、後ほど行政のそ

れぞれの担当部署の皆さんにご検討いただいて、ぜひ私たちのほうにも提案をいただいて、

一緒に取り組めるようにしていったら、この委員会がもっともっと厚みのあるものになっ

ていくのだろうと思いますので、お願いしたいなと思います。 

内山委員 先ほど冨井さん、それから伊藤さんから、事業が終わった後の展開について

ご心配されていたのですけれども、私は、入り口のほうで。たくさんの応募がありまして、

非常に書類もたくさんあるのです。それを一応読み込んで、書類の上で一次審査をするの

ですが、相手の顔を見ずに書類だけで果たして本当の中身が読み切れるのかどうかという

のを心配しておりまして、やっぱり少しでもいいですから質疑応答する時間があると、相
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手の顔も見えて、より一層選ぶことに、選考に自信が持てると思いますけれども、それが

ちょっと困っています。 

それからもう１点は、公募区民のニーズについて幅広い角度から検討して審査できるよ

うになったのですが、何せ各委員が独立性の部署で、なかなか人が集まらないで、その効

果があらわれないというのが幾つか見られます。 

ですから、せっかく選考されたら、いかに区民にそれを知ってもらえるか。それをちょ

っと努力しないと、空回りしてしまうと思います。その辺がちょっと気になっているとこ

ろです。 

早田委員 まだ右も左もわからないのですけれども、新宿という非常に多様ないろいろ

なタイプの住民や事業者がある中で、意見をまとめていく、民意をとるが最近のキーワー

ドですけれども、並大抵なことではないなと思いますが、ほかの自治体にはない新宿独自

のこういうきめの細かい仕組みがないといけないのだろうなとは、もう思っておりまして、

皆さんと考えていきたいなと思っております。 

宇都木委員 関口さん、ご感想はどうですか。 

関口委員 いや、私もまだ何もわからないのですけれども、新宿区はやっぱり居住人口

よりも昼間の人口のほうが。 

区長 ええ、居住人口は今、３１万を大きく上回るようになったのです。そのうちの約

１割が外国籍の方々です。これは２３区で最も多い外国人人口を持っている区でありまし

て、それでいわゆる通勤・通学の昼間人口と言われる人たちが８０万くらいです。いわゆ

る来街者といいますか、昼間人口というのは通勤・通学を数えているわけですけれども、

買い物に来る、映画を見にくる、遊びに来るという人はもっと大きな数になります。新宿

駅の１日の乗降客数は、これは降りない人も含めて、乗りかえの人も含めてですけど３５

０万人です。これはちょっと非常に多い。 

新宿区の基本構想で、いわゆる区民というか新宿力の担い手としているのは、住んでい

る人ばかりでなく、ここで働いたり学んだり活動をしている人々。この区民の新宿力の担

い手をどの部分にするかというのは議論があったところでして、来街者の方までも含める

というような議論もあったのですが、それについてはやはりちょっと広げ過ぎだろうとい

うことで、基本的には今言ったようなここで働き、学び、活動をしている、そういった在

住者にプラスしてそういった方々。 

ただ、いろいろな場面によっては来街者の遊びに来る方、それからここに買い物に来る
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方というのも担い手になる側面も、私はあるのではないかと思っています。 

関口委員 そのぜひ来街者の方を含めるかどうかは別としても、やはり昼間人口の方と

いうか、お勤めになられている方が８０万人もいらっしゃるというのは、これを、この方々

の１％でも巻き込めたら８，０００人です。そこはもうぜひ私。 

区長 これはでも現実に今、いろんな制度でかかわってもらっているのです。 

関口委員 ああ、そうですか。 

区長 例えば消防団なんていう非常に地域密着型と思われるようなところでも、例えば

牛込地区に、具体的な名前を挙げちゃったほうがわかりやすいですけれども、新宿の地場

産業は印刷なのですけど、それの一番大手の大日本印刷というのがありますが、消防団員

なんかにはああいったところからも出ている場合もあります。 

地域文化部長 ロータリーなんかも。 

区長 そうそう、それから区民会議。基本構想を検討していただくための、区民みんな

で。実は４００人弱の方々に区民会議のメンバーになってもらったのですけれども、在勤

の方々、ここで働いている方々、活動されているＮＰＯの方々も区民会議のメンバーにと

いうことで、私は新宿のまちというのは、まさにそういったいろんな経済活動を含めた交

流というところに、まちの出自から言っても宿場、新しい宿場から始まったというのは、

にぎわいと交流が１つの遺伝子でもありますので、そういった方々が責任を持ってかかわ

っていただくことは重要だと思っています。 

冨井委員 あと、ちょっとほかの皆さんが共通して感じているかどうかわからないです

けれども、この協働とか協働支援とか、そういう活動が行政、区役所の中で十分浸透して

いるのかなという、そんな感じがしました。 

というのは、それぞれでこう事業をやっている点で、ＮＰＯのところなんかに我々評価

をしに行くと、現場へ行って聞きに行ったりとか、やっているところを見に行ったりとか

しますと、やっぱりよく来られているところもあるし、ほとんど来られていないところも

あるし、だから協働というのは、やっぱり行政と区民とがともにやるというプロジェクト

ですから、だからそういうところが、まださっき関口さんがおっしゃったＮＰＯ側のすご

いパッションと、それから区民側の若干冷静な対応とが、まだうまいこといっていない。

もっとうまくいかないと、というのは感じます。 

区長 そうですね。 

冨井委員 だから、そこのところをどうやって、すごい地域調整課の方々は努力してい
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ただいているのですけれども、やっているのはここじゃなくて違うところが、部署がこう

やっているわけです。だから、そこのところと現場とのいかに協働作業というか、これを

うまく仕上げていくのかということ。 

区長 そうですね。 

冨井委員 これも難しい問題なのですけれども。 

区長 おっしゃるとおりなのです。現実はそういうところがたくさんあるかと思うので

すが、区の職員の意識も、こういったことを取り組むことによって変わってくると思うの

です。 

というのは、私たちが迎えている時代というのは、いわゆる行政サービスを公共だけが

担えるという時代は、もうとうにいろんな意味で過ぎているということは、認識としてわ

かると思うのです。 

ところが、今までの行政の文化というのは明治以来縦割りで、国が制度設計をして、基

礎地方自治体は実施を担うというようなところで画一的に行うということを、どちらかと

いえば上手にやってきて、それで時代の変化の中でいやいや、自分たちだけでは担えない

となってきた。それから、基礎自治体こそ現場に近いから、現場からそれに対応できるよ

うな政策立案もし、そして国の制度も変えていくのだというような認識を持つようになっ

てきた。 

しかしながら、実際の国の法律や制度というのは、なかなかそういうふうになっていな

いということや、仕事の文化というのもあると思うのです。ところが、いや応なく変わっ

ていかざるを得ないというときに、やっぱりエンジンになるのが、行政の中でそういった

ことを動かしていこうと思うところと、かつ、それからそういったＮＰＯや区民の側がそ

ういった思いを持つことということで、切り崩していくのだと思うのです。 

だから、やはり行きつ戻りつしながら、協働というのをみんなでつくり上げていくとい

うことかなと思っています。やっぱり今までの行政というのは、どちらかというと自分の

範囲で、そこに出てきた物事を解決するという制度設計をしがちなのですけれども、そう

じゃなくて人の暮らしは総合的だから、行政の資源も総合化をしなくちゃいけないし、そ

れから地域の中にある民間の資源、それから皆さん方の力もつないでいかなくちゃいけな

いというところを、具体的に成功事例をたくさんつくっていって、ああ、こうやればでき

るのだということを粘り強くつくり上げていくことかなと思っていますので、この協働事

業についてもそのような形で、１つでもよりこういうふうにやったことによって、非常に
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財源も効果的に使えて、かつ柔軟性のある現場にマッチした仕事ができたのだというのを

つくり出せたらいいかなと、こう思っているのです。 

やっぱりそれは現実のことで、理念だけというのはなかなか人を動かさないです。だか

ら、現実の中でそれが本当に力になるというような状況を一歩ずつ踏み出させていくとい

うか、それに努力をどうできるかということかなと思っていますけれども。やっぱり皆さ

んから見ていると、なかなか区の組織の現場は難しいというのか、その辺の協働があまり

うまくできていないですか。 

冨井委員 それで、１年目非常に苦労したけど、それが反省点として、２年目でやっと

お互いにコミュニケーションがとれるようになったとか、そういう例はあるわけです。 

だから、そういうふうになっていくと、だんだんそこは経験しているから、だから行政

全体として、そういう経験をだんだん積んでいったらよくなっていくのだろうとは思いま

すけれども。 

鈴木委員 ちょっと補足、誤解を招かないように補足しないといけないと思うのですけ

ど、行政側の制度の問題の中で、例えば４月でやっぱり人事異動がございます。そうする

と、今までちょっと下準備をそのＮＰＯとやっていて、その人がちょっと変わっちゃった

と。そうすると、後任の人が、新しい者が来て、新しい仕事をやらなきゃいけない。それ

も協働のテーマが入ってくるよと。そうすると、もうちょっとそこでスタートが、ちょっ

とパワー不足というようなことも制度上起こり得ます、これから。 

区長 ありますね。 

鈴木委員 要するにだれかの怠慢とかいうことだけではなくて、そういう仕組みの課題

もあります。だから、そこもどうするのかねということをちょっと考えないといけない。 

区長 そうですね。それで、先ほど話があったいわゆる会計年度が１年という中で、そ

の中間の評価というのは、あまり動いていないところでやるというのも、どういうふうに

それを今の仕組みの中で実態に合ったものにしていくかというのは、やっぱりちょっと考

えていい話ですよね。会計年度が１年だからと言っても。 

地域文化部長 だから、翌年度の予算のところもあってという話になっちゃうのですけ

ど、一律的には。ただ、場合によっては、夏休みを過ぎてから動こうなんていうところだ

と、１回ぐらいしかまだやっていない。 

区長 それで評価されたのじゃ、全体像が。 

地域文化部長 評価するほうも書けないみたいなところがかなりやっぱりあるのです。
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だから、それは確かに。ただ、要するに会計年度でやっていく話なので、厳しいところで

はあるのです。やめちゃうという大胆なやり方もあるのかもしれないですけど、それもち

ょっと疑問が。 

伊藤委員 会計年度と先ほどおっしゃられました人事、で、うまくやっと来たよという

のに変わっちゃった。で、新しい人が来て、また最初から交渉して次の年になって、スタ

ートもまた一からとなったりすると、どれだけ引き継ぎがうまくいったかということがそ

こにかかわってくるのでしょうけれども、２つかかわってきます。 

区長 そういうことですよね。 

伊藤委員 ねえ。 

区長 いや、人事のことを言われたので、どのことをお話しするかなと。すみませんけ

ども、そうなのですよね。 

宇都木委員 そこは１つ研究テーマとして、どうすればいいかというのを。 

区長 どう工夫をできるか。 

宇都木委員 かなり実際に例えばＮＰＯのほうだとか市民運動のほうは、年度も関係な

ければ、期間も関係ないわけです。だから、それはそれでいいのですが、だから協働の、

最終的に協働事業としてここに提案が出てくるまでの間に、例えばそういうことをやりた

いなと言ったら、３年なら３年計画、あるいは２年なら２年計画で事前に案づくりから始

まって、それで大体こういうことならいいねと言って、そこで提案していくと。 

だから、乗ったら、そこで提案して決まったら、もう既にプログラムはそこから先の２

年、３年分までできたプログラムで提案してくるということみたいなことも、少しは方法

として考えないと。役所の単年度主義というのは制度上のそういうことなのだけど、それ

は何かで克服していかないと、いつまでもついてまわることですから。 

区長 そうですね、いや、私もそう思います。だから、そこをどう制度に向けていって、

どうやるかということを。 

宇都木委員 それはだからお互いに知恵を出して、そうは言ってもＮＰＯができて１０

年ですから、市民運動もしっかりしていないと言えばしっかりしていないのです。だから、

そういう提案が市民運動の側に知恵がなくちゃいけないですけど、同時に役所の仕組みと

いうのはどうにもこうにも効率主義ですから、これを突破するというのはかなりのことで

ないとできないので、そうするとそこを反対に有効に活用して、むしろ新しい枠組みをつ

くっていって、実際に市民のパワーが発揮できる状況が生まれてくるようにしないと、制
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約は取り除けないでしょう。 

だから、それは企業なんかと違うところはそういうことですから、だけど地域社会では

あまり年度主義だとか、面倒くさいさまざまな目に見えない条例だとか規制というのはわ

からないわけで、自分たちが一番生活しやすい状況をどうこしらえていくかと言ったとき

に、そういうことが制約としてずっと出てきたときに、それを何で変えていくかというの

はやっぱり市民の力であって、やっていかないとだめだと思うのです。 

区長 そうですね。それで、それを積み上げていけば、例えば今、役所が法に基づいた

り、もしくは予算の議決に基づいたりしているというのは、税を使うということで説明責

任を果たすというような、その側面もあるわけです。 

だから、それをもっと違う形で、いわゆる住民の方々に果たせるというようなことを、

違う形でとれるかというようなところへの提案にも、そういうのをつなげることによって

できるかどうかですよね。 

伊藤委員 ただ、企業ですと、今言ったように席はここに置きながら、プロジェクトに

参加すると、５つも６つもプロジェクトは走っていて、自分の席が変わっても、そのプロ

ジェクトは、そのメンバーとしては戻るのです。すると、ずっとそれはやっていられるの

です。ちょっとだからそういう面も必要なのかなという気がしないでもないけど。 

区長 これが終わるまでは。 

伊藤委員 そうそう、そうです、１つのプロジェクトが完成するまでとか。 

宇都木委員 やっぱり地域社会を変えるというのは、そんなに簡単にいかない。役所の

制度が変わったから地域社会が変わるかというと、それも変わらないので、つまり支える

側の人たちが、情熱を持ってやる人たちが、どれだけたくさん生まれてくるかということ

ですから、そういうことの集積として、例えば不都合があれば条例を直したりということ

はあり得ることなので、そこはそれこそ住民自治の拡大というか、住民による自治という

のは何をもってそういうふうにするかというのは、やっぱり相当議論したほうがいいと思

うのです。 

僕が知っているところで、ある自治体だけど、自治体のその職員も、各課から選抜して

５０人ばかり、言葉は適当かどうかわかりませんけど、ファシリテーター教育をやって、

１年間みっちりやって、地域に話しさせるの、全部。それで、町会ごとだとか課題別に、

あと学校の問題なら学校区ごとで、その人たちが住民を集めて、どうしたらいいかという

議論をするわけです。それをまた集めてきて、今のその役所の制度の中にかぶせたら何が
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問題かというので、一つずつ解決する方法をとっているというところがあります。 

そういうのは、そういうことを区長さんがいいよと、こう言ってくれればやるかもしれ

ないのです。そういう提案を区の職員の中からもしてくるような仕組みがやっぱりないと、

市民のほうからの提案だけでそれを実現するためにはどうするかという、ある意味では受

け身になっちゃっているから、市民参加協働というのは行政の基本的な姿勢だとすれば、

行政からすればどういうことが市民参加協働なのかという行政案も、行政マンも考えて、

そういうことを住民と一緒につくっていくということは必要なことだと思います。 

僕らこう呼ばれてだぼらほえてきて、そしたら、ぜひ、そういう研究会やりましょうと

研究会やった結果がそういうふうになったのです。自分たちも市民運動を自分たちでつく

るかという話になって、ああ、いいことだ、やってみようと言ってやってみることになっ

て、後でしかられましたけど、超過勤務手当をだれが払うのだという話になるのです、行

政はすぐに。 

だから、そういうのを乗り越えて、いいか悪いかは別です。乗り越えてやろうという意

気込みがある人たちは、やっぱりそういうことをやっても、自分たちが参加しよう、やろ

うという人たちの意欲のある人たちは、それはそれで生かしてやらないと、きっと。課長

さんが判こをくれなかったから行けなかったという話にならないわけです、住民とつき合

うと。 

だから、そういう僕らから言うと意識改革ですけど、職員の意識改革というのが、ただ

働きしろという意味じゃないです、決して。だけど、モデルをつくるにはそのくらいのこ

とをやっていかないと、新しいものはできない、情熱がないと。そのときにどこまでが制

約であり、どこまでがいいかというのは、中で相当議論してもらわないといけないのだと

思うので、やがてそういうことになってほしいなと思います。 

区長 そうですね。新宿区の地域における協働の拠点というのは、特別出張所なのです。

新宿区は１０カ所の特別出張所を置いているのです。私は区長になって７年目なのですけ

れども、特別出張所を置かない、どちらかといえば非常に人件費もかかりますし、それを

集約していっているような区もある中で、新宿区は特別出張所を１０カ所置いている。 

そこの特別出張所には地域センターというのを併設している。特別出張所はいわゆるそ

こに行けば、ミニ区役所のようにいろんな手続ができますよと、そういうことだけである

のであれば、近い将来例えばインターネットや、それから地域の中のコンビニがそういう

場所にもなっていくと。 
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だから、そういう意味で置いているのではないと、私は言っているのです。特別出張所

は地域における協働の拠点であり、かつ地域から施策を総合化していくような、出張所の

職員は少ない職員で、例えば国保からすべての戸籍から、すべてを見れるわけです。そう

すると、同じ例えば住所の書き方でも、国保の書き方と何とかの書き方とどうしてなのだ

ろうとか、それからこことここの部分がダブっているけれどもという、そういう生活者の

視点から行政を総合化できる、そういった拠点としての機能を果たしてほしい。もちろん

いわゆるミニ区役所的な業務もやっているのです。 

ですから、今そこの地域を担当する主査というのは、具体的に言えば夜もというのか、

地域の活動は夜という形なので、夜も出て行ってというような形で地区協議会という、今

までの町会の地域の担い手であるけれども、それと合わせて他のＮＰＯやその他複数の一

般の方々にも入ってもらえるような仕組みを、地域における担い手の仕組みをというよう

なことでつくってきてはいるのです。 

それが十分定着していくのにはまだまだと思いますが、それは本当に両者のこうありた

いという、新宿区としては協働というのを大きな区政の進め方として掲げる中で、互いに

そっちに向かっていくということで、地域文化部でそれを所管しているのです。 

宇都木委員 できるだけ住民に近いところで、あまりエリアが広くなくて、それも住民

も参加して、ワンストップサービスで、そこに行けば全部が解決しなくてもいいのですけ

ど、そこに行けば何かがわかる。例えばそこで解決しなくても、そこが、ああ、それはこ

っちへ行ってくださいとかいう。 

区長 そうなのですよね。 

宇都木委員 そういうワンストップサービスがたくさんできればできるほど、しかも住

民参加でできればできるほど、協働というか、市民参加というのが具体化をするのだと思

うのです。 

区長 と思いますね。 

宇都木委員 ええ、だから出張所だとかそういうところは、できるだけ市民生活に近い

ところに行政が、一番近いところでいっぱいいろんなことをやってもらったほうが一番い

いわけですから、国なんか全然届かないですから。 

区長 そうですね。 

宇都木委員 舛添さんが幾ら偉いことを言ったって、やっぱり高齢者は困っているわけ

です、介護は困っているわけです。だから、そういう意味では、一番生活の近いところは
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区役所というか、区ですから。 

区長 ええ。で、区の中も３０万区民というと、なので地域内分権といいますか。 

宇都木委員 そうですね、地域です。 

区長 １０カ所あれば３万程度の一つの固まりとして、そこでの地域をみんなで支える

仕組みとして地区協議会、そういったそれぞれの緩やかなネットワークを持っておきたい

なというような、そういう仕組みを思ってはやってきているのです。 

それと、こういった協働事業のようなものを、ＮＰＯの方々のお力を貸していただき、

かつ互いに打ち合うというか、そういったことができないだろうかということで。 

宇都木委員 頑張りましょう。 

地域調整課長 それでは、いろいろご意見をいただきました。一応３時になりましたの

で、区長はこの後、また次の仕事がございますので、区長、それから地域文化部長につい

ては退席させていただきたいと思います。 

区長 皆さん、本当にすみません。いろいろお世話になりますし、これからも私も皆さ

ん方のご意見を十分いただきながら、この新宿のまちが本当に多くのいろんなライフステ

ージにある方々、それからそれぞれの持っている関心というのも異なると思うのですけれ

ども、そういったことを認め合いながら、でもこのまちでそれぞれがそういった力を出し

合えたり、だれかの役に立てるということを心楽しいと思えるような、そういった地域社

会をつくっていかないと、もうその今のいろんな部分でもたないだろうなというのが、私

の実感でして、そういう意味での区政を、この協働支援会議にも支えていただきたいと考

えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

本当にお世話になりますが、よろしくお願いします。 

それでは、すみません。ここで失礼いたします。どうもありがとうございます。 

地域調整課長 それでは、次第に基づきまして進めさせていただきたいと思います。 

この後、議事のほうに移ってまいりたいと思いますけれども、最初に私のほうから簡単

にごあいさつ申し上げたいと思います。 

この４月に地域調整課長になりました加賀美でございますが、地域調整課に来る前は４

年間、保育課長をやっておりました。それで、待機児童の解消とか、安全安心な保育、子

育て、どのようにしていけば区民のニーズにこたえられるのかというところで４年間やっ

てきて、まだ道半ばでございましたが、今回人事異動によりまして地域調整課長を拝命す

ることになりました。 



 19

地域調整課のこの協働事業につきましては、私自身、今までは外部からいわゆる見てい

ました。先ほど委員のほうからお話がありましたように、必ずしも協働事業が役所の中で

浸透はされていないなというのが、率直な私自身の感想を持っています。 

やっぱり協働事業の意義につきましては、区長の方針、あるいはその実行計画の中でも

示されているところでありますけども、必ずしもそれが役所の縦割りの中で、なかなか横

断的な形で協働事業の意味合いというのが理解されていないなというのが率直なところで

した。 

私が今回、地域調整課長になりましたので、協働事業の目的等については、委員ももち

ろんもうご承知だったとは思いますけども、これをもう少し全庁的に役所の体質改善とい

うのは１つこの協働事業の目的の中にありますので、縦割りとかあるいは前例踏襲、そう

いう弊害を私が在任中に極力払拭できるような、そのような取り組みをしてまいりたいと

思います。 

どこまでできるかあれですが、委員の皆様方のご協力をいただきながら、私、全力で取

り組んでまいりたいと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

それでは、今年度の地域調整課の担当職員のご紹介をさせていただきたいと思います。

私の隣に座っていますのが早乙女主査でございます。 

早乙女 昨年度に引き続きまして協働を担当します早乙女です。どうぞよろしくお願い

いたします。 

地域調整課長 西堀主査です。 

西堀 西堀です。よろしくお願いします。 

地域調整課長長 永澤主事です。 

永澤 永澤です。よろしくお願いします。 

地域調整課長 今年度、この体制で臨んでまいりたいと思いますので、ぜひよろしくお

願いしたいと思います。 

それでは、お手元に配付させていただいております資料のご確認をさせていただきたい

と思います。１つは、平成２０年度新宿区協働事業評価報告書というのが、各委員のお手

元に冊子という形で配付させていただいておりますが、そのほかに資料の１として「２１

年度協働支援会議委員名簿」、資料２として「２１年度協働支援会議等開催予定」、資料３

といたしまして「２１年度ＮＰＯ活動資金助成実施要領」、資料４として「協働推進基金２

０年度寄附金の活用先の指定」、資料５といたしまして「２０年度新宿区協働事業提案募集
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要領」が配付されていると思いますが、抜けているところはございませんでしょうか。 

大丈夫でしょうか。 

それでは、これから議事に入りますが、最初に座長を選出したいと思います。座長選出

につきましては、要綱上、各委員の互選という形になっておりますので、どなたか座長の

ご推薦をしていただければと思いますが、いかがでしょうか。 

宇都木委員 久塚先生の後任で来られました早田先生にやっていただくのがいいと思い

ます。提案します。 

地域調整課長 ありがとうございます。早田先生のご推薦がございましたが、ほかの委

員の皆様方はどうでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

地域調整課長 よろしいでしょうか。ありがとうございます。異議なしということで、

早田先生に座長をお願いしたいと思います。早田先生、よろしくお願いいたします。 

それでは、ここから座長の進行でお願いしたいと思いますが、まず座長の代行の選出を

お願いしたいと思います。 

早田座長 座長、全然右も左もわからない者なのでどうぞよろしくお願いいたします。 

座長代行ということで、私が全然わからないものですから、ぜひ今まで経歴の長い宇都

木委員にお願いできればと思っているのですけれども、いかがでございましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

早田座長 では、よろしくお願いいたします。 

宇都木委員 よろしくお願いします。 

早田座長 それでは、この後は私がするということのようですので、次第に従いまして

進めていきたいと思います。 

このお手元の次第の中で４つほどございまして、この後、２１年度の「協働支援会議」

の審議事項について、報告というところから続けたいと思います。 

まず事務局のほうで資料の説明等をお願いできればと思うのですが、よろしいでしょう

か。 

事務局 初めにすみません、議事録作成のため、お話しする前にお名前をお願いいたし

ます。 

では、早速２１年度の協働支援会議の審議事項ということで、資料２に基づきまして進

めさせていただきます。 
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今回初めての委員さんもいらっしゃいますので、再度、こちらのほう、開催予定を提示

してございます。この１年間の開催予定ですが、まずこのカラーになっていると思います

が、このカラーのオレンジ色の部分が協働支援会議になっております。今年度７回を全部

で予定しております。 

それから、緑の部分が協働事業提案制度審査会、こちらのほう、４回を予定しておりま

す。 

それから、黄色の部分が協働事業評価会になりまして、全部で４回を予定しておりまし

て、合計しまして１５回の予定となっております。 

現在、第４回の支援会議の部分まで日時、場所、それから審議内容等決定がされており

ます。こちらのほう、第４回までにつきましては、もう既に３月の時点から、２１年度の

ＮＰＯ活動資金助成の審査につきまして動き出している部分でございます。こちらのほう

が第４回の協働支援会議の部分までにかかわってきます。第５回の支援会議以降について

は、また決まり次第お知らせするようになります。 

本日が上から行きますと第１回協働支援会議になります。これからＮＰＯ活動資金助成

の審査について、それから協働事業提案・協働事業評価の検討についてということで入ら

せていただきます。 

次回が４月２７日の月曜日、午後２時から、第４委員会室におきまして第２回支援会議。

こちらのほうがＮＰＯ活動資金助成の書類審査に当たっての事前協議、それから協働事業

提案についてということで審議させていただく予定です。 

その次、第３回協働支援会議、こちらが５月７日の木曜日、連休明けになりますが、５

月７日木曜日の午後２時から、第３委員会室を予定しております。こちらのほうでは２１

年度ＮＰＯ活動資金助成の一次選考、書類選考のほうをしていただくようになります。あ

と、残りのお時間で今年度の協働事業提案の実施についてを再び審議いたします。 

第４回協働支援会議が５月２０日水曜日、こちらのほう時間は零時３０分からと入れて

ありますが、まだ確定ではございません。場所については若松地域センターになります。

第４回のこの５月２０日の協働支援会議は、本年度のＮＰＯ活動資金助成の二次選考で、

公開プレゼンテーションになります。こちらのほう、時間が未確定というのは、この公開

プレゼンテーションに進む団体数によってもまた変わってくるところになりますので、そ

ちらのほう、また決まりましたらお知らせしたいと思います。 

今のところ予定は以上です。 
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早田座長 この日程については、ご意見はいかがでしょうか。 

伊藤委員 前回、久塚座長のときは、講座の関係や何かで、ある程度前半は金曜日で、

後半は木曜日に決まっていたのですけれども、今度の早田座長の場合はそういうことが決

まるのでしょうか、ある程度。 

早田座長 そうですね、皆様のご都合とすり合わせながらと思ったのですが、私は今い

ただいているような月曜日とか水・木あたりでしたらば、全く問題はありません。少しそ

れは相談しながらということで、ぜひよろしくお願いいたします。 

ほかはいかがでしょうか、全１５回というハードスケジュールです。 

宇都木委員 予定はこれでいいのでしょうけど、場合によったらもうちょっとふやして

議論をする必要があるかもしれないです。今、さっき冨井さんや鈴木さんからも、あるい

は伊藤さんからもお話が出ていましたけど、特に提案事業のところが少しいろんな角度か

ら議論していかないと、単なる審査だけでいいのかどうかという議論が出てくるので、行

政からも少し意見を聞いたほうがいいところは、率直に聞く場を持ってやったほうがいい

と思うのです。 

こう言っちゃ悪いけど、決められた日程だけの意見聴取だけじゃなくて、必要があれば

その都度意見を聞いて、少しずつ提案事業が持つ意味合いと、行政と市民との関係だとか、

行政のほうからも行政制度上、どうしてもそれは難しいのは難しいと言ってもらって、あ

るいは直せる可能性があるなら直せる可能性も話してもらって、どういう仕組みならいい

のかということを、我々もわかっているつもりで、なかなかわからないところもあるので、

そういうことを考えると、事務局には悪いのだけど、場合によったら回数がふえるかもし

れないということを頭に入れてもらって、一応これはこれで確定をしておいたとしても、

プラスアルファを含んでおいてもらうことにしたほうがいいのじゃないでしょうか。私は

そう思いますけど、皆さんはどうですか。 

内山委員 賛成です。 

伊藤委員 先ほどのお話の中でも、今の話でも出ていたように、一次選考のときにかな

りやっぱり問題点があるようなので、できれば一次選考のところをふやすなり、そこに呼

んでというか、ぜひ聞きたいところを集めてもらうとか、何かの方法で公正に判断できる

ような。公正というか、明確にというか、見えるように判断できるようなことがしたいと

思います。 

宇都木委員 少し丁寧にやってみましょう。 
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内山委員 書類審査だけじゃ、なかなか難しいです。 

伊藤委員 そうそう。あれは書き方のうまいところが得だから。だって審査をやるだけ

だから。 

内山委員 やっぱり顔を見るのとでだいぶ違うのです、真剣度とか、やれそうかという

のは。 

鈴木委員 今、宇都木さんのお話とちょっと伊藤さんのお話、ちょっと違う。 

宇都木委員 まあまあ、そんなに大きな違いはないけど。 

内山委員 回数をふやすという。 

鈴木委員 だから、宇都木さんの言われているのは、少し制度的な問題も含めて議論を

深めたほうがいいよねというのと、今、伊藤さんのほうは個々の案件、提案の少しフェー

ス・ツー・フェースのヒアリングの時間を延ばすとかいう。 

だから、ちょっと私が申し上げたかったのは、２つとも賛成で、あとだから先ほど課長

も言われたので、いろんな課題を解決しなきゃいけないよというようなことを言われて、

例えば来年度への制度設計への全部が解決しないまでも、少しは前進させるということが、

急にそんな制度設計なんて言ったって、行政は変わりっこないのだから、そういうことを

踏まえると、逆算するとスケジュールが大体決まってくると思うのです。いろんな組織に

対する多分部門長から提案が来るはずなので、するとそれを逆算すると、じゃ、そのディ

スカスはいつごろすればいいのかということの案を、少し事務局のほうで検討していただ

けるといいのかなというふうに思います。 

地域調整課長 はい、わかりました。今、ご意見をいただいたのですけど、まずその私

が先ほど申し上げました行政側の体質が、まず協働に対する理解というのがまだ不十分で

あるというのが１つあります。 

それから、一方で今度、提案事業に対する審査につきましても、一次のところで書類審

査というのを行っておりますが、それをもう少し話を具体的に聞きたいというご意見がご

ざいましたが、例えば２０年度ですと２３件の申請があったと。それを全部ヒアリングと

いうのが、委員の皆さんの日程上どうなのかというのが１つございますけれども、どうし

ても直接話を聞きたいというご意見があれば、またその進めていく中で、それは我々のほ

うで適宜対応させていただきたいと思っております。 

いずれにしてもそのペーパーだけでこれはいいのか、悪いのかという判断じゃなくて、

もうちょっと突っ込んだところで、各委員のほうでもう少しここが知りたいのだ、聞きた
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いのだというところがありましたら、事務局のほうでもできるだけ調整はさせていただこ

うと思っております。 

早田座長 今、ご意見いただきましたが、この日程、基本的にはこれでよろしいでしょ

うか。これに追加があるかどうかは、もう少し次回に議論するということにしましょう。 

ありがとうございます。 

それでは、次に進めさせていただきまして、今、協働支援会議の総括的なだんだん内容

になってくると思うのですけれども、当面この次の議題としまして、推進基金のほうのＮ

ＰＯ活動の資金助成の審査についてというほうに参らせていただきたいと思います。 

こちらも資料３でしょうか、事務局のほうで説明をお願いいたします。 

事務局 資料３で。こちらのほうも新しく就任された委員の方もおられますので、ちょ

っとまた繰り返しに、３月にもいらっしゃった委員の方には繰り返しになりますが、簡単

にＮＰＯ活動資金助成について説明をさせていただきます。資料３に基づきましてさせて

いただきます。 

このＮＰＯ活動資金助成ですが、この助成金は区民や団体などからの寄附金と、区の財

源を積み立てた基金で、地域に支えられたＮＰＯ活動を推進するために、ＮＰＯの事業資

金を区として支援するという制度になっております。 

この要領の１番のところにあります助成の基本方針としましては、新宿区の基本構想で、

「まちづくりの基本目標」が６つあります。その６つの達成に向けた事業であること。さ

らにこの６つのまちづくりの基本目標の下に２０個の個別目標があります。こちらのほう

が１枚めくっていただきますと、２枚目のところです。基本目標と個別の目標の体系とい

うことで、６つの基本目標にそれぞれ幾つかの個別の目標がついております。こちらのほ

うの達成に向けた事業であるということが１つの要件になってきます。 

それから、②、ＮＰＯが持つ先駆性・専門性を生かした自主的な事業活動であること。 

③としまして、助成により新たな事業のスタート、または継続的事業のステップアップ

につながること。こちらのほうは、この事業は１回だけの申し込みでなくて、毎年申し込

むことができるように、今の制度ではなっておりますが、全く同じ事業ということではな

く、継続的な事業の場合には、ステップアップにつながることということが条件となって

おります。 

それから、④としまして、多くの区民の社会貢献活動の啓発に資すること。 

助成の対象としましては、新宿区に登録したＮＰＯ法人が行う事業で、区民を対象とし
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た特定非営利活動促進法でいう特定非営利活動事業にかかわる事業を対象としております。 

３番、助成の金額ですが、こちらは助成対象事業費の２分の１で、上限は５０万円とな

っております。ＮＰＯ法人１団体について、区の会計年度、４月１日から３月３１日まで

になりますが、その間に１事業としております。 

平成２１年度の助成の実施規模は、助成総額で３００万円を予定しております。３月末

の基金の状況ですが、基金の積立額が３月末で約１，１００万円ございます。こちらのほ

う、基金の残額のほうを見まして、毎年この助成総額というのは決めさせていただいてお

ります。 

４番で助成事業の実施時期と期間ですが、こちらのほう、この助成対象事業の実施時期

としましては、助成決定後の事業に限るということで、助成決定が６月上旬になされる予

定です。その６月上旬から平成２２年の３月末までに事業が終了するものが対象となりま

す。 

次のページをめくっていただきまして助成の申請の募集期間ですが、もう既に始まって

おりまして、４月３日の金曜日から４月１５日の水曜日までとなっております。 

審査の方法は一次審査が書類選考、二次審査が公開プレゼンテーションとなっておりま

して、どちらもこの協働支援会議の委員による審査となっております。 

助成に関する審査基準、こちらのほう８個の項目がございます。もう１枚、資料３とし

ましてＡ４の横の紙がついていると思います。こちらのほうの表の横軸のほうです。団体

名の横、区民ニーズ、社会貢献活動の啓発、事業の実現性、事業の継続・発展性、資金の

計画・適正性、それから団体審査としまして自立性、透明性ということで、７つの項目が

挙がっております。こちら、この（１）から（７）までがこちらのほうに共通しておりま

す。 

あと、それから８番目としまして、過去にこの助成を受けている団体であるときには、

この助成を受けた事業が当初の計画どおり活動に反映されたかということと、また自己評

価を行っていたかということも審査の項目として入れていただくようになります。 

それから、９番目、ＮＰＯ活動資金助成の日程ですが、３月中に２回ほど説明会を開催

しております。それから、明日７日の火曜日に第３回目の説明会を開催いたします。１５

日までが申請受付期間になっておりまして、５月７日が書類選考、一次選考、こちら第３

回支援会議のほうで行っていただきます。 

それから、５月２０日が公開プレゼンテーションで二次審査、こちらが第４回の支援会
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議になります。それで、６月の上旬には助成を決定するということになっております。 

こちら資料３の説明につきましては以上になります。 

早田座長 新しい委員の方もおられると思いますので、質問等あれば遠慮なくどうぞお

願いいたします。 

進めてよろしいでしょうか。２本立てになっていますので、わかりにくい部分もあるか

と思いますが。 

引き続き資料４に移りましょうか。 

事務局 では、引き続き資料４に入らせていただきます。先ほど申し上げましたように、

こちらのＮＰＯ活動資金助成の助成金ですが、こちらは区民や事業者の方たちからの寄附

金と区の財源を積み立てた協働推進基金を原資としております。区民や事業者の方たちか

ら寄附していただく際には、その活用先としてＮＰＯの１７の活動分野、または団体を希

望することができるようになっております。助成の審査に当たっては、寄附者の意向を尊

重するよう努めることになっております。 

それで、平成２０年度中に寄附をされましたものの中で、資料４のほうなのですけれど

も、この活用してほしい分野及び団体の指定がありましたので、こちらのほうの説明をさ

せていただきます。 

まず、資料４の下のほうの表なのですけれども、こちら寄附者別実績となっております。

２０年の４月から２１年の３月末までで１７件の寄附がございまして、全部で３４万３，

９７７円の寄附がございました。寄附者別のところで匿名のところなのですが、匿名の方

なのですが、Ａ、Ｂと、あとただの匿名というのがございます。こちらアルファベットの

ついている匿名Ａという方は、Ａという方がこちら８回、１年間の間に同じ方が寄附して

くださったということです。Ｂの方については２回寄附してくださいました。 

それで、この中で、この寄附者別実績の中で、活用先の指定をしている方が何名かござ

いました。そちらのほうが上のほうの表になります。分野でいきますと１の保健、医療ま

たは福祉の増進を図る活動、それから３番のまちづくりの推進を図る活動、５番の環境の

保全を図る活動、７番の地域安全活動、９番の国際協力の活動、それから１１番の子供の

健全育成を図る活動。 

団体につきましては１団体の指定がございまして、ローカルアクション・シンクポッツ・

まち未来に１件の指定がございました。 

こちらのほう、寄附者の意向を考慮しての審査をお願いしたいと思います。 
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早田座長 ありがとうございました。一通り制度と、それからお金の現在の状況につい

て説明いただきましたが、これは今までの流れと加えまして、現在こうなっていると思う

のですけれども、いかがでしょうか。経年で担当されている委員の方々、特にご意見があ

ればお願いしたいのですが。 

鈴木委員 ちょっとさかのぼって、今、プレゼンテーションということで、まだ一次の

書類審査でこれ何件やるかというのが決まっていないのですけど、なるべく多くを少し聞

こうよねということで５月、先ほどもう日程はオーケーになったのですけど、さかのぼっ

てすみませんが、５月２０日のプレゼンテーション、半日になっています。これ、とりあ

えず１日皆さんに時間をお願いしたらどうなのでしょう。あとでお願いをすると、ちょっ

と調整がつかないよということになっちゃうので、まだ件数がわかっていないので、半日

でできるような件数だったら半日でやればいいし。 

座長 会場はどうでしたか。 

事務局 会場は１日とってあります。地域センターをとっている関係がございまして、

なるべく延ばせるようにはしたいと考えております。 

鈴木委員 会場は次のあれだから、何しろ時間をとるというのが優先事項だと思うので。 

 事務局 朝からとっていますので、なるべく準備の時間をかけないようにして、その辺

は融通をきかせたいと思います。 

 鈴木委員 すみません、さかのぼって。 

 地域調整課長 あとは委員の皆さんのご都合がどうかということ。 

 事務局 はい。 

 早田座長 ちょっと前後さかのぼってしまいますが、説明方、日程表とも絡んでくると

は思うのですが、多少丁寧にという話もございましたものですから、いかがでしょうか。 

 宇都木委員 予定してから、１日予定しておいて、それでその幅の中でやればいいこと

だから。 

 鈴木委員 案件が５件とか３件とか少なければ半日でできちゃうけど、どうしてもこれ、

やっぱり一次審査のときにこの辺は聞いてみようよということで。 

 早田座長 皆さんのご負担がふえますが、よろしいでしょうか。 

 地域調整課長 実際そのプレゼンの件数、それに見合う時間帯で設定したいと思います。 

 宇都木委員 一応１０時から５時まで予定しておけばいいということだ。 

 内山委員 そうです。 
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 宇都木委員 今、寄附者からの指定寄附がありました。これは申請してみなきゃわから

ないのですけど、これは団体のローカルアクション・シンクポッツ・まち未来、まちぽっ

とというのは、この人たちは申請をしてくるのでしょうか。 

 事務局 一応声はかける、お声かけはさせていただきます。 

 早田座長 それで、応募してくるかどうかはわからないということですね。 

 事務局 はい。 

 宇都木委員 だけど、これ、団体に指定するということは、団体以外には使わないとい

うことでしょう。使ってくれちゃ困るという意味じゃないのですか。 

 事務局 一応そこのところは、ご寄附いただく方には、その意向に沿えない場合もある

ということでご了解は得ております。 

 宇都木委員 ああ、そういう意味ではいいのですね。 

 鈴木委員 先ほど事務局のほうから指定内容を勘案して審査をしてくれというそのコメ

ントがあったのですけど、総額はだから３４万３，９７７円の中の指定が１万円あります

よということですか。１万円じゃない、ここの上のほうの表示ですよね。だから、３万、

４万、５万ぐらいの配分で勘案しなさいということですね、正しく言うと。 

 事務局 こちらの金額につきましては、参考として載せていただいたので。 

 早田座長 これをどうとらえるかは皆さん次第ということですね。 

 鈴木委員 皆さん次第。 

 宇都木委員 あまり気にしなくていいんじゃないの。 

 鈴木委員 ですよね。 

 宇都木委員 うん、そんなのを気にしていたら、指定寄附だから。直接団体へすればい

いのだよ。直接こんなこういう寄附じゃなくて。 

 鈴木委員 いや、そのとき、なおかつ、僕はそうだとしても、絶対額的に言うとこれだ

けだよねと。だから、あまりそんなに勘案をしてというようなコメントは不要でしょうと。 

 宇都木委員 審査への影響するほどの話じゃない。 

 鈴木委員 額じゃないから。 

 伊藤委員 従来ですと、例えばどこかの団体に決まったと。それで、このまちぽっとが

入っていたと。そしたら、５０万あるけれども、そのうちの２万円はこの指定のほうです

よという意味だよね、昔から。 

 事務局 はい。 
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 伊藤委員 それが通らなければ、それは一般のほうというか、大くるみの中に入っちゃ

うととらえれば。 

 事務局 はい。 

 早田座長 一応その基本ルールを教えていただきたいのですが、この寄附者の意向を反

映するというのはどういうふうに解釈をする。今言ったように、こちらのほうで決めて、

希望は聞くけれども、いわばそれは希望を伺ったまでで、あとはこちらで決めて使っても

いいというふうなルールだという意味でしょうか。 

 事務局 ええ、ルール上、やはり審査を経ての助成決定ですので、そのようになってお

ります。 

 早田座長 わかりました。例年はそういうことのようですが、そういう形で構わないで

しょうか。 

 宇都木委員 いいのじゃないですか。 

 早田座長 では、そういった形で進めさせていただきます。そうしますと、この黄色の

資料３については、ほぼこういう形で進めると。審査の時間だけ少しふやすということが、

会場があいていればですけれども、これでよろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 それでは、次の議題に行ってよろしいでしょうか。 

 事務局 はい。 

 早田座長 次には、今度は協働事業提案のほうですね。 

 事務局 その前にすみません、よろしいですか。ＮＰＯ活動資金助成の一次審査の書類

選考について少し説明させていただきます。よろしいでしょうか。 

 早田座長 お願いいたします。 

 事務局 この黄色いＮＰＯ活動資金助成、資料３の実施要領のめくったところに日程が

ございますので、そちらのほうをごらんください。９番のところです、日程がございます。 

 ＮＰＯ活動資金助成につきましては、４月１５日に申請受け付けを終了することになっ

ております。各委員にはそれから事前の審査をお願いいたします。事務局で申請書類と審

査にかかわる資料を取りまとめまして、４月１７日金曜日には皆様に発送する予定です。

送付しました申請書類等に事前に目を通していただいて、次回の第２回支援会議、４月２

７日月曜日の支援会議において、書類審査に当たっての申請団体や内容の共通理解を深め

るための意見交換を行っていただきたいと考えております。 
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 その後、各委員には書類審査を行っていただきまして、日にちがまた短くて申しわけな

いのですが、採点結果を４月３０日木曜日までに事務局のほうに送っていただきたいと考

えております。それをもとに５月７日木曜日の第３回支援会議で協議、決定をして、第二

次プレゼンテーションのほうに進む団体を決めていただくようになります。 

 事前評価の方法としましては採点表、先ほどのＡ４の横のものが採点表なのですけれど

も、こちらの採点表による審査になりまして、各委員の合計点で順位づけをして一次選考

の通過団体を決定します。その団体に二次選考のプレゼンテーションを実施することにな

ります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 早田座長 そうしますと、１７日に書類が、そのころに送られてきて。 

 事務局 発送が１７日になると思いますので、ちょっと１５日に出てきて、まだ書類の

不備があるもののやりとりをしたりしますので。 

 早田座長 多少おくれるかもしれない。 

 事務局１７日には発送します。着くのが、そうするとその翌日土曜日。 

 早田座長 早ければですね。 

 事務局 ですね、早ければ。もしくは月曜日になってしまうと思います。 

 早田座長 それで、次回までに目を通して来るということですね。 

 事務局 はい。 

 早田座長 ２７日までですね。 

 事務局 はい。 

 早田座長 １週間ありますので、その間に腹づもりを決めていただくということに。こ

のときにどのぐらい自分の中で絞り込もうとか、そういう基準というのは、それぞれの委

員さんの中で決めていただければいいと思います。 

 宇都木委員 ですから、２７日のときに一遍どんな考え方で審査するかというのを意見

交換しましょう。多分去年もそうだった、僕はそう思ったのだけど、評価の差が、これを

見ると今度は７人だよね。 

 事務局 ８人、今日１名欠席です。 

 早田座長 ８人です。 

 宇都木委員 だけど、先生は普通審査しないのでしょう。 

 事務局 そうですね、７名です。 

 早田座長 ああ、そうなのですか。 
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 宇都木委員 そうすると、７人だから、１人当たりのウエートが結構大きいのです。上・

中・下と３つぐらいに分けて、まあまあこれはいいよというのは、１０点満点というのが

あるのだとすると、それが７点から１０点ぐらいの範囲のはまあまあにしようかとか、そ

うしないと、人によって評価がかなり違っちゃうと、１人当たりのウエートがバラバラに

なっちゃうから、ある程度やっぱり共通的などこかで大枠みたいなものをみんなが、いや、

何か文章にきちっと書かなくてもいいから、議論してみて、みんなが大体こんな感じだね

というのを共通認識でやったほうが、次のプレゼンテーションがやりやすいと思うのです。

そんなに意見が、大きな違いがなくて、いわばざっと。片方は３点つけて、片方は１０点

つけたら、それでもうかなりの時間がかかるから。 

だから、あっても構わないのだろうけど、審査委員会としてはある程度の説明をすると

きに、審査委員はこの点数結果がこうですよというだけではちょっとまずいのじゃないか

と。だから、そこはどこまでが皆さんの大きな枠に入るかどうかは別にしても、もう１回

議論してやっておいたほうがいいのじゃないかと思うのですけど。 

 早田座長 それはいつ、今日ある程度情報交換しておいたほうが。 

 宇都木委員 いやいや、この次の。 

 早田座長 もう次回でよろしいのですか。 

 宇都木委員 次回でいいのじゃないですか。 

 早田座長 じゃ、評価だけ頭の中でしておいて、それをイコール何点とするかを、どこ

で切るかとかそういうのは次回、基準化して。 

 宇都木委員 だから、そういう一応大枠を議論した上で、次の人がこの点数表に点数を

書き込んで、一番最後は２７日か。 

 事務局 今、宇都木委員のおっしゃられた話し合いは２７日。 

 宇都木委員 ７日に集約をして、プレゼンテーション団体を決めるということでしょう。 

 事務局 ５月７日の第３回の支援会議において。 

 宇都木委員 うん、うん、だから、２７日のところで少し議論しておけば。 

 伊藤委員 伊藤ですけど、ベースを。 

 宇都木委員 おおよその。 

 伊藤委員 そうしないと、毎回、僕も一応書いたのですけど、区民ニーズとあるじゃな

いですか。ここで区民のニーズというのがあるのと、あればこれ高いという話だから、そ

の分野をやったほうが得なのだ。という話になっちゃうし、本当にそれでいいのというの
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と、その次のところ、区民の社会貢献活動に寄与するかどうか。これもここに多くの区民

と書いてあるので、今までも何回か言っている中で、特定のところの人に非常に役に立っ

ているねというのと、多くの区民と、これをその提案のところでどうとらえるかという、

そこら辺をいつも問題にしているのだけど、点数が高いから、１０点ということで。そう

いうベースを今、宇都木さんが言ったように２７日に決めたいねということです。 

 宇都木委員 やっておいたほうがいいよね。申請してくれるＮＰＯはみんなニーズが高

いのだよ、だから申請してくる。そのニーズの範囲がどこまでかというのは、対象となる

人が、自分たちのメンバーだけの１０人のニーズが高くたって、評価点としてはそういう

ニーズじゃないのだから、社会にどうやって役立つかのニーズなのだから、そういう議論

はもう一遍ちゃんと、どこまでが集約できるかは別にしても、おおよそ議論しておいたほ

うが、あまりちぐはぐにならないのじゃないかと思うのです。だから、それは２７日に少

しやってみましょう、みんな頭に入れておいて。 

 早田座長 じゃ、ご意見のある方は２７日までにまとめてきていただければと思います。

よろしくお願いします。 

 冨井委員 ２７日は僕、完璧に来れないのです。 

 宇都木委員 どうぞご意見を。 

 事務局 じゃ、事前にご意見を。 

 冨井委員 前にもう意見と。 

 宇都木委員 意見を出してもらえばいいじゃないですか。 

 早田座長 事前にメールかファクスか何かで。 

 冨井委員 あとこの点数表は。７日に持ってくればいいですか。 

 事務局 ７日ですので、その前にこちらのほうで集計をいたします。３０日の木曜日ま

でに、またデータでお送りします。 

 冨井委員 ああ、送ってくれる。 

 事務局 ええ、データでこちらのほうにお返しいただければと思います。 

 冨井委員 ２７日のその議論の結果も送ってください。 

 事務局 はい。 

 冨井委員 ああ、３０日。僕、２７日から３０日までちょっと出張に行くので。 

 関口委員 この区民のニーズを把握し、需要があることということなのですけれども、

何かこの区民のニーズを把握できるようなデータのようなものというのは用意されるので
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すか。 

 宇都木委員 それはＮＰＯが証明するのだ。 

 関口委員 ＮＰＯから出てくるものなのですか。 

 宇都木委員 うん、それは、だから助成が欲しいということなので。我々がこの団体の

ニーズじゃなくて、区民のニーズだよというのじゃなくて、それ、助成が欲しい人たちが

証明しないといけないじゃないですか。 

 関口委員 なるほど、わかりました。 

 鈴木委員 今のご質問で、課題があって、区民のニーズがあることというのはいいのだ

けど、その募集は行政がお願いしますという、時々そういうのがある。だから、本当にニ

ーズの把握をどうしていますかというのをやらないと、やってみたら人が集まらない。 

 関口委員 ああ、なるほど。 

 宇都木委員 研修会をやりますと言うでしょう。研修会をやるのですけど、その研修会

の対象となる人の広報は行政にお願いしますなんていう話になっちゃうと、それは主体的

な事業でないから、そんなものふざけるなと言って怒るわけだ、普通は、委員会は。 

 伊藤委員 もっとつけ加えると、区の調査によると、こういう人がこれだけいて、だか

らこの集団に対して何かをやりたいと。自分たちのやりたいものが本当にそこを取り込め

るかということは、そこでは検証されていないわけだから。というのも問題に今までなっ

てきているところです。 

 宇都木委員 だから、改めて出てきたところで議論しましょう。 

 早田座長 いろいろありますね。２７日によろしくお願いいたします。 

 じゃ、この助成のほうはこのぐらいでよろしいでしょうか。次は、協働提案のほうに参

りたいと思います。こちらも初めての委員の方もいらっしゃいますので、資料の説明を事

務局にお願いいたします。 

 事務局 こちらのほう、資料５として、これ、まだ昨年度のものですが、協働事業提案

の募集要領をつけさせていただきました。この助成の審査と並行いたしましてこちらの事

業提案のほうも５月以降進んでいくことになりますので、今回こちらのほうを提示させて

いただいております。 

 それで、本日、区長に報告しました２０年度の協働事業の評価報告書におきましても、

全体の評価といたしまして、この支援会議が評価を実施して見えてきた課題ということで、

協働事業のあり方を支援会議の委員が議論して、共通認識としていこうというようなお話



 34

もありました。 

 また、さらに１０月に審査報告書を出したときにも、やはり協働事業提案制度、こちら

のほう、目的が書かれているのですけれども、協働事業提案制度の趣旨をもっとよりよく

理解してもらうために、制度の目的をわかりやすくしたほうがいいのではないか。協働を

推進することの意義とか、協働とは何かということを明記したほうがいいのではないかと

いうようなご意見も出されておりました。 

２０年度の事業目的ですが、この協働事業提案制度は、多様化する地域の課題や区民ニ

ーズに、区が単独で対応することが困難になってきている中、特定非営利活動法人または

ボランティア活動団体及び市民活動団体等の社会貢献活動を行う、営利を目的としない団

体の専門性や柔軟性等を生かした事業の提案を募集し、ＮＰＯと区が協働することで、地

域課題の効果的・効率的な解決を図るとともに、区行政への住民参加の促進を図り、暮ら

しやすい地域社会の実現をその目的としますということになっております。 

さらにこの制度は、選定された事業を区の事業として、ＮＰＯと区が協働して実施して

いるものです。 

さらにこの事業提案をするとき、提案の募集の仕方としましては、現在２つの方法がご

ざいまして、上から４つ目の括弧になります。ＮＰＯの自由な発想による事業と、区から

提起する課題に対して提案する事業の２つの区分のいずれかの協働事業についての募集と

なっております。 

区から提起する課題についてですが、今現在、区のほうで各課のほうに募集をかけてい

るところです。こちらのほう、協働事業提案制度というか、協働事業のあり方的な話にも

なってくると思いますが、今後これから今年度の協働事業提案と協働事業評価を実施して

いく上での基本的な考え方ともなりますので、時間が短い時間しか残されておりませんが、

少しその辺についてお話ししていただければと思っております。 

早田座長 よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

今、これ昨年度のもので、今年度のはこれから詰めていくというか、直していくという

か、段階のようなのですけれども、かなりご意見が去年のですか、報告書、私もこれ拝見

をいたしましたけれども、いろいろ出ておられるようですので、時間の許す限り、この後、

もう議題はこれでよろしいのでしょうか、基本的に。 

事務局 はい。 

早田座長 いただければ。これ、何時ごろに終わる予定なのでしょうか。 
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事務局 ４時だから十分時間は。 

早田座長 まだ大丈夫ですね。いただければと思います。よろしくお願いします。 

宇都木委員 今の説明をもう一遍わかりやすく募集要項に直して書き直すというのは、

それでいいのですけど、つけ加えていただければ、協働事業というのは助成事業じゃない

よということはやっぱりちゃんとしておいたほうがいい。助成金をもらうのと間違えない

ようにしてもらわないと、これは助成金と勘違いすることのなく、地域社会をどうやって

変えていくか、あるいは地域社会の課題をどうやって解決していくかということを事業と

して取り組むのだということをちゃんとやっぱりやらないと、自分たちの活動に金が足り

ないからお金をいただくのだよということじゃないのだというふうにしておかないと、そ

の説明をつけ加えないと、また話を聞くと気の毒に、プレゼンテーションをやったら、ち

ょっと違うのじゃないのという話になりかねないので、そこは１つつけ加えておいたほう

がいいのじゃないでしょうか。 

事務局 はい。 

宇都木委員 時々あるものね。助成事業でやるべきことにもかかわらず、こっちはお金

が多いから、お金の多いほうに行こうという話になっちゃうのだ。それはＮＰＯだの市民

団体が、まだ理解不足というのもあるのでしょうけど。 

冨井委員 応募したということを、ボランティア活動団体及び市民活動団体等の営利を

目的としないＮＰＯへ、以下のすべて、ＮＰＯでないといけないのでしたか、これは。 

冨井委員 損保ジャパンのあれが問題になったじゃないですか。 

事務局 ああ、財団法人ということですか。 

冨井委員 去年、あそこはいいのという。総合政策部長さんが、別の入り口を設けたほ

うがいいのじゃないというような意見もあったよね。だから、この入り口のところでＮＰ

Ｏとしているのは、ＮＰＯじゃないといけないということはなかった。どういう、これは

どう読めばいいの。 

事務局 ここの括弧ＮＰＯと書いてあるのはちょっと紛らわしい、確かに冨井委員のお

っしゃられるように紛らわしいと思うのですけれども、先ほどの前のページのところにあ

ります事業目的のところなのですけれども、こちらのほうで２行目の真ん中あたりから、

特定非営利活動法人またはボランティア活動団体及び市民活動団体の社会貢献活動を行う

営利を目的としない団体ということで、こちらのほう、この短く表記するために、以下Ｎ

ＰＯということで、定義させていただいているものです。ですから、必ずしもＮＰＯ法人
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じゃなくても。 

冨井委員 ＮＰＯじゃなくてもいいわけ。 

事務局 ええ、この特定非営利活動を行っている、営利を目的としない団体であればい

いということになっております。 

伊藤委員 一番最初のときの議論のときに、企業における社内のボランティア団体、完

全なる。そこに今言ったような規約や何かがすべてあったと、それもオーケーという話が

出ていました。まだボランティア団体でも。 

早田座長 それは今のところどう処理しているのですか。 

伊藤委員 出てきていないのですけど。 

事務局 今のところ出てきておりません。 

伊藤委員 それだけのまとまったことが企業でもできない、こういうことで。 

宇都木委員 営利を目的としない任意団体も含むというふうにすればいいのだ。 

冨井委員 以下、ＮＰＯと言うというのが何か、それをひっくるめて全部ＮＰＯだと言

うと言っちゃっているのでしょう、これ。だから、おかしいのじゃない。 

宇都木委員 ＮＰＯ等という。 

事務局 ＮＰＯ等という、「等」を入れる。 

冨井委員 「等」なんかを入れないと。 

事務局 そうですね。 

宇都木委員 俗に言うＮＰＯというのは非営利という意味において、それで言っている

のだと思うけど、一般的にはわかりにくいから、だからＮＰＯ市民団体など営利を目的と

しない任意団体も含む市民団体に対して応募をしてくださいという呼びかけをしますよと

いうことであれば、それで済むのだ、ちょっと丁寧にいえば。そこは何か工夫したほうが

いいのじゃない。 

早田座長 「等」を入れましょう。 

事務局 はい。 

伊藤委員 一般的環境でいくと、ＮＰＯというとＮＰＯ法人、法人を指しちゃうじゃな

い。だから、そことＮＰＯというのはまた違うというようにとらえる人が、あまりいない

のじゃないかなということなのです。 

関口委員 これは一般社団、財団とかあらゆる今、特例民法法人になっている財団や社

団の方も含むということでいいのですか。 
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事務局 はい。 

鈴木委員 募集要項に、多分こういうことだと思うのですけど、２０年度の評価報告書

というのを先ほど区長にお出ししたのですけど、募集要項には書いていないのだけど、我々

が審査し、改善と思われることはこの報告書に載っているわけです。本当は応募する方に

これを熟読していただいて、応募してくれるといいのですけど、そういうことはどうやっ

て表現をすればいいのですか。 

事務局 説明会を開いておりまして、こちらのほうも。募集に当たっての説明会を開い

ております。その際にはこちらのほうのもちろん事業の評価報告書、それから審査の報告

書、両方とも読むよう、読んで、じっくり読んできてくださいというようには伝えてはお

ります。 

鈴木委員 ああ、そうですか。わかりました。読んでいるように思えるのですか。はい

わかりました、読んでおきますと。読んでいないのじゃないのと。 

事務局 渡したほうがいいですか、当日。一応ホームページのほうにアップしてありま

すので、見られますので、それで見てくださいとは言ってはあるのですけれども。あと、

こちらのほうで今回、募集するに当たって、例えば事前チェックシートみたいなのをつく

りまして、例えばこの事業評価報告書を読んだかとか、そういう丸をつけるというのも１

つのやり方としてあるかなというのは思っております。 

あと、もう既に実施しているのとダブっている事業を提案なさってくる団体もあります

ので、その辺についても調べたとかというようなことも、その例えばチェックシートに載

せて、調べてちゃんと来ているかどうかというのを。調べたのだけど、自分たちの提案は

またここが違うのだよというようなことがあって提案してきているのかというのが、それ

でわかるようになるかなとは思っております。 

宇都木委員 なるべく丁寧にやったほうがいいよね。出てきてからでいいのでしょうけ

ど、公益法人改革で、公益性の高いところはかなり優遇措置をされる公益団体があって、

それはいわゆるＮＰＯと同じような扱いをされるみたいで、そうじゃなくて、公益性が高

くなくて、一般の中間法人ができちゃっています。つまり今はもう公益法人じゃなくても

いいと。そういう団体が事業をやりたいというところもあるから、そういうのをどうする

かと、出てきたときにもう一遍議論しないと、片一方は非営利で、片一方は事業団体でと

いうことになると、何かもう出てきてからでいいと思うけど、ちょっとややこしいよね。 

だから、事業、それはもう公益性が高くなくても社団や財団にいたいと、そのほうが自
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分たちの事業運営にとっていいからそれで残しておくのですと。だから、つまり通常の事

業系と同じことなのです。そんなに違いがない。社団という名前において、あるいは財団

という名前において、株式会社じゃない団体が事業をやるということになるわけで、だか

らここは出てきてからでいいと思うけど、一応出てくることもあり得るかもしれない。ま

だはっきりしないから、来年の中にあるかどうかわからないけど。 

早田座長 今まではそういう例はあるのですか。 

宇都木委員 １つあるのです。今までは社団、財団は、公益性が高いから社団財団にな

っているわけです。だけど、今度は公益性が高くなくても社団、財団は認めるということ

になるわけで。出てきて、あまり心配しないで。 

伊藤委員 それも性格論議になっちゃうね。 

宇都木委員 うん、事業内容を見てということになるよね。 

内山委員 そうですね。 

早田座長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

基本的なことは今日のあたりに議論しておいたほうがいいかとは思うのですが。 

私から質問があるのですけれども、よろしいでしょうか。先ほど委員の中から助成事業

とこの協働事業提案は違う性格だと。これを助成事業の規模に立たれても困るという話が

あったのですが、その解釈をもう一度確認したいのですけれども、去年の皆さんに伺いた

いのですが、この事業、提案事業の中でもＮＰＯが育っていったり、あるいは職員さんが

勉強になったり、ＮＰＯとつき合ってよかったということが、それは１つの組織や人材の

成長のチャンスになると思うのですが、そういうことを別に排除するわけではないのです

ね。 

宇都木委員 それは全然違う。 

早田座長 それは構わないのですよね。問題は結果重視というか、問題解決思考で、団

体が困ったところだけやっているのじゃなくて、これでいくと事業だというところがしっ

かりしていればいいということなのですよね。 

宇都木委員 趣旨に沿って、僕流に言うと、その市民社会がよくなるために、その課題

を解決することを行政と市民が一緒になって発言すると。つまり新しいまちづくりをこう

やって進むのだという、課題によっていろいろ違うけど、例えばそういうことなので。自

分たちの活動に金が足りないからお金くださいというのが助成事業ですから。そうじゃな

くて、その課題解決のために新しい協働という枠組みをつくって、それを使って地域社会
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をよくしていくのだという事業性が明確にならないと、この目的趣旨にはそぐわないとい

うことになるのです。 

早田座長 もっと言うとお金が足らなくて困っていてもいいわけですよね。この協働事

業のほうで。 

宇都木委員 構わない。構わないけど、だけどお金をもらうだけで、お金もらっちゃえ

ばいいという。 

早田座長 それでとまっちゃうと困るということで。 

宇都木委員 うん、困るという。 

伊藤委員 それにつけ加えると、往々にして出てくる事業計画というのが、ＮＰＯの側

は広報をしっかりやって、場所を手当てしてというのが協働だと思っているわけ。それだ

け書いているところがある。本当はそんなものじゃなくて、いろいろ計画をつくって、ど

んなふうにこう１年間、２年間やっていくのかと、そこを練っていくのが協働でしょうと

いうことが問題になってくるわけです。 

すると、そこには金の使い方も絡んでくるし、日程、どこでどうやらなきゃいけない、

何をやって、その後の展開をどうするかとか、そういうことが必要で、ただの金をあげり

ゃ終わりじゃないという。 

早田座長 よくわかりました。何かまず初めの目的だけを読むと、その辺が少し背後に

隠れているといいますか、もう少しその辺が出てくると、お互いのための協働だというの

がよくわかりました。ありがとうございます。 

冨井委員 それでやっている間はいいのですけれども、それで。だけど、３年目になっ

たときに、区の事業になりましたとか。そうすると、区はお金を出すのですけど、ＮＰＯ

はこっちに置かれちゃうのです。そうすると、何かやり方としてもっと広げて、もっと続

けたかったらお金をあげるから、もっと広げなさいよというやり方もあるし、区として取

り上げて区の事業とするから、あなたたちは人手だけとか、何かあれだけをサポートしな

さいよとか、そこのところが助成事業じゃないのだけど、そこをどう仕上げていくかとい

うのが、僕は一番この事業の難しさというか、今後発展させていく。助成じゃないのだけ

ど、一緒にやるのだけどという。だけど、ＮＰＯどうするのという、ＮＰＯがどっかへ行

っちゃう場合もあるし、これ。 

早田座長 その辺が助成事業でない協働事業提案の趣旨だと思うのですが、その評価が

こう入っているわけですよね。 
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冨井委員 いやいや、だから協働事業をやっている間はいいのです。協働事業をやって

いる間は。 

早田座長 手放し方というか。 

冨井委員 そう、そう。 

伊藤委員 先ほど区長にも言ったのがそれなのです。生まれて育った、じゃ、それは育

ての親のほうに渡しちゃって、あなた、生みの親はもういいのですよというのじゃなくて、

一緒にまたそのここら辺まで育てていかなくちゃいけないというスタンスはどういうふう

にとれるかだと思う。そうしないと、育てるばかりで、それは里子に出したようなもので、

ＮＰＯが。そうすると、何をやっているのだかわからない。自分たちの理念がどこに生か

されているかがわからない。そこが問題だと。 

早田座長 そうすると、この事業は助成事業じゃないのだからということではなくて、

この事業を通じても育てても構わないわけですよね。 

伊藤委員 そうです。 

早田座長 なかなかその辺の評価方向がちょっと悩ましいですが、どちらの視点もある

とは思うのですが、大きいご指摘かとは思います。 

鈴木委員 だから、そういう制度設計上の問題を、別途時間を設けて、今年はある案を

出さないとだめですねと。 

早田座長 それは議論する、今もしているわけですが、集中的にやるとするといつごろ

がいいのでしょうか。 

割と前半はこの助成の話でパンパンな気もするのですけれども。提案事業が始まっちゃ

ったら、これはこれで、審査会のほうは審査でパンパンですよね。 

宇都木委員 だから例えば協働事業のところで審査を通じて、僕はもっと本来事業に組

み込まれるときには、協働事業でできたであろう仕組み、あるいは枠組みがそのまま持続

されていかないと意味のないことです。つまりどこかに変化が起きていかないといけない

です。 

だから、そのことが、市民がどこかへ行っちゃって、行政だけが何かやっているみたい

に写ったら、それは協働事業としての完結編にはならない。だから、市民参加協働という

のは、何年かの間の市民参加協働じゃなくて、そのことが仕組みとしてそこに定着をして、

そこが行政流にいえば市民自治の拡大で、当事者がだれが当事者になるのかということを

きちんとその事業を通じて明らかになって、それが定着をして、市民が当事者として行政
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と一緒にやっていくということにならないと、地域社会づくりになりませんよね。 

そこをこの協働事業というのはそういうことなのだよということを、もうちょっとこの

審査を通じて、この件ではどこをそこはどうやってやろうとしているのですか、どこの仕

組みを直せばそれができるのですかということを、これ明らかにしていかないと、次につ

ながっていかないのです、それは多分。 

だから、そこは、我々が協働事業の少し新しい基準づくりみたいなものをみんなで議論

して、市民に示すというのは、そういうところを少し具体化して、この事業におけるここ

から先のありようというのは、多分こういう枠組みにしないとだめなのだろうなというの

だったら、それは率直に事業評価の中に織り込んでいくとか、あるいは最後のところでも

う一遍そのことを確かめ合うというか、来年の評価基準に、あるいはその事業を募集する

ための基準にそういうものを１つ入れるとか、何かそういうつなげていかないとだめだね、

きっと。だから。 

地域調整課長 よろしいですか。今、宇都木委員からも、ほかの委員からもお話があり

ましたけれども、最終的には事業者と対等なパートナーシップを築くというところがメー

ンになると思いますので、対等なそのパートナーシップというのはどういうあり方なのか

という、そういう視点で審査する段階でご議論いただければなと思います。 

いつまでも行政におんぶに抱っこということじゃなくて、ＮＰＯ団体自身も行政から一

定の距離を置きながら自立できるような、そのような形での活動をしていただきたい。行

政とその中で対等なパートナーシップという形に持っていけるのが一番理想かなというふ

うに私は思っておりますので、委員の皆さん方、それぞれご意見あろうかと思いますが、

これから先の審査会の中で、そこら辺も含めて十分議論いただければなというふうに思っ

ております。 

早田座長 ありがとうございます。 

鈴木委員 今の座長の質問にはみんな答えていないのです、いつごろやればいいのです

かという質問。 

早田座長 今のような対等とは何かとか、自立していくとは何かというのと、手放しす

るよというのは。 

宇都木委員 これはだから審査のところでやるのじゃないのですか、最初にとっかかる、

募集して、これから審査を始めるときに、我々はどこを意識して、どういうこととどうい

うことを今年度は意識してやるかということを、鈴木さんが言うようなところでの柱立て
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を幾つかつくってみて、それでそれは審査の議論の中に反映されるようにしていけば、そ

うしていかないとまた終わっちゃってから、別にやりましょうというのじゃ、あまりうま

くいかないから。 

早田座長 早いほうがいいのですか。 

伊藤委員 また会議予定が入っていないと、それは８月が入っていないのですね。 

早田座長 実際に審査が始まっちゃってから根幹を揺るがしてもしょうがないですから

ね。 

地域調整課長 第２回目あるいは第３回目あたりで時間を少しとっていただいて、そこ

ら辺でご議論いただければなと思いますが。 

宇都木委員 その審査をするに当たって議論を、第１回目は議論しなきゃだめですよね。

第２回目はその書類選考が終わって、プレゼンテーションをやるときに、少しそのことも

強調して、プレゼンテーションでは多少絞られて意見を求めるとか、何かやらないとだめ

なのでしょう。何回かやっぱりやらないと、１回では無理でしょう。 

早田座長 だから、同時に走っているので、頭が２つ以上要るという感じですが。部会

をつくるわけにもいかないでしょうから、この少ないメンバーですから。 

伊藤委員 もう一度やるから、個別案件で出てきたような体格案をまとめていって、最

終的な制度のところに集大成するより仕方ないよね。 

宇都木委員 それなりに皆さんの評価を書いてきて、最後にみんな書いてきてくれるわ

けでしょう。その中にみんなあるのです、そのときに思ったことは。だから、そういうと

ころで特徴的なことを幾つか出してみて、それを当てはめてみるとどうなのかなというの

が、まとめちゃうからよくわからないこともあるけど、みんな同じような意見を言ってい

るのかもしれないので、そこは最終、文章にそれぞれ書いて出してきてもらっているわけ

です、評価を。だから、その段階で、一番最後の審査するときにも、またもう１回改めて

それをやってみると。それは３段階ぐらいにしたらいいのじゃないですか、書類審査のと

きと、プレゼンテーションと、最後に評価するときと。 

早田座長 そうですね、今のお話で現行の制度の見直しをしたほうがいいという話は、

去年の事業報告書にも出ているとは思うのですが、これが少し古い段階のものなのですか。

最先端の議論でこれに入っているわけではないのですか、全部含まれているわけではない

のですか。 

伊藤委員 これに入っています。 
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事務局 入っています。 

伊藤委員 これが制度ですよね。 

事務局 ええ。 

早田座長 この反省を踏まえてどういうふうに見直す、どういうふうに変えていくべき

かというような骨格案みたいなものがあると議論しやすいかと思うのです。 

鈴木委員 だから、方向提案する上で課題定義はしているのです。それを今年度はもう

間に合わないですけど、来年度にはやっぱり反映させないといけないよねということで、

今年度ディスカスを行いましょうねと。だから、今その時期です。だから、今もしここで

資料がそろうときが、これを見ると７月。 

宇都木委員 第一次審査をやるでしょう。この段階で審査を前にして、みんなで議論す

ればいいのだ、１回。意識する事項を幾つか立ててみて、それで見て、この団体が提案し

てきていることの協働の意味というのをそこで問えばいいわけで、それでそれは。それで

どこまで深まるかどうかは別にしても、その上でまた書類審査をやって、第２回目、また

プレゼンテーションに向けて残ったところをもう一遍、その視点とまたつけ加える視点が

あればそこでやってみて、議論してみて、そこでそういうことを頭の中に入れてプレゼン

テーションを聞いて、あるいはプレゼンテーションで議論して、それで最終審査をすると

きに、みんなこの団体はどうかと。最後は評価をやるわけだから、ＡからＢ、Ｃと。それ

で、これはだから先生、ここにみんな評価が書いてあるのです。 

早田座長 ええ、拝見しました。すごい長い、すごいですね、これ。 

宇都木委員 大変みんな熱心な、忙しいのにこんなにいっぱい書いてきてくれるわけで。 

早田座長 これは大変ですよね。 

宇都木委員 だから、これの中に、こういう中に皆さんが書いてきてくれる中にもその

ことが入っているわけで、そこをもう一遍こういうこととこういうことがこの中から出て、

実際今までとはない、違うところだねというのをもう１回議論してみるべきだよ。それで、

最終評価をやるべきだと。 

冨井委員 要するに去年もう審査会をやって、審査会が終わったときに、こういう報告

書を出して、審査会における課題というのは皆さん出て、９ページぐらい出て、それをま

とめて二、三ページにしたやつがあるのです。それで、次に評価会をやって、評価会の結

果の課題がそれなわけです。だけど、その課題というのは評価会だけにとどまらず、もう

ちょっと広げた意見にしようというような感じで、審査会で出たようなやつも、またダブ
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ったりしたような感じになっているわけです。 

だから、僕はある程度の問題点というのはもう出ているのです。だから、それを受けて

多分この早乙女さんはこの４月の６日、２７日、５月７日のところに、３つこう協働提案

制度についてディスカッションしましょうというのを入れたのだろうなと、僕は思ってい

たのです。 

だから、もうある程度議論しなければいけないということはあって、だからそれについ

てとりあえず議論して、こういうことを議論した上で、我々の合意、合意にならないかも

しれないけど、ここはやっぱり意見として。そういうのを踏まえて、今年の審査会とか評

価会というのはやっていく中で、それをちょっとチェンジしていくとか、そういうような

ことをやっていったほうがいいのじゃないかなと思いますけど。 

宇都木委員 報告書では協働事業評価の課題というのを幾つか出してあるのです。確か

にこれはあちこち全部出てくるが、これを今度の提案に出てくる人たちの提案の内容をか

んがみて、この提案から言うと、ここのところを重視したほうがいいよね、例えば。それ

じゃ、そのことによって地域社会の枠組みがどう変わっていくのかと、住民参加と言うけ

ど、どういうふうな参加をしていくのかとか、ＮＰＯだけが何かやれば、研修会やればそ

れが協働事業というあれじゃないので、研修会をやって、多くの人たちを育てて、そのこ

とが地域社会の中でどういう活動をすることになるのか、あるいは現実的にそのことがど

う地域社会に影響を与えるのかという。そういうところを視点に、このＡという提案につ

いては少し詰めて検討してみようかとか。だから提案してきている課題に対して、その課

題が持つ意味合いも含めて議論していけばいいと思うのです。 

だから、それは一次審査に当たってもそうだし、審査が終わったところでの集約もそう

だし、二次審査もそうだし、最終的な評価のところもそうだと思うのです。それがどこま

で踏み込めるかは別です。どこまでみんなが一致するかはわからないから、だけどそうい

うことを審査会として取り組んでいるのですよという、その一歩前進、先へ行く、ここは

やっぱり今年手をつけたほうがいいなというのは、鈴木さんが言うのはそのとおりだから。 

冨井委員 いやいや、それは全然賛成だけど。 

宇都木委員 僕はそういうふうにやったらいいのじゃないかと、私は思うけど。 

冨井委員 もっと反訳できるのじゃないですかというのが僕の意見です。 

早田座長 早田です。ずっとつながってはいるのですけれども、一方でさはさりながら、

切れ目をあえて探すとすると、５月２０日に去年でいうと説明会をやっちゃうわけですよ
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ね。 

事務局 はい。 

早田座長 この説明会をした後に制度が変わるということはあり得ないですよね。 

事務局 そうですね。 

早田座長 そうすると、上に当たる部分と制度自体は自由な部分とあるとすると、少な

くとも制度自体のことは、５月の中旬ぐらいには遅くとも終わっている必要があると。そ

うすると、議論を逆算すると第２回、第３回ぐらいでは終わっていないと困るということ

ですよね。 

宇都木委員 だから、どこまで制度をいじるかです。 

早田座長 そうですね。 

宇都木委員 そこまで今年は踏み込むか、それとも審査基準のところでの議論でとどめ

るか、そこは両方あると思います。だから、今までとは同じことだとすれば、そこを基本

的な枠組みを変えないで、審査項目も変えないでやるとすれば、審査の中で少し踏み込ん

でそのことをやってみて、次の段階にまた臨んでいくということのほうがいいのか、ここ

で例えば審査項目もそれに見合うように変えちゃうということになると、かなり詰めた議

論をしないと。 

鈴木委員 それは無理です。だから、本年度は検討と。 

内山委員 そうですね。 

鈴木委員 審査の中で応用をどうするか、制度設計そのものについては来年度を目指し

て検討に入ると、それが落としどころでしょう。 

宇都木委員 制度を、出発したばかりですから、そんなに定着しているわけでもないの

だけど、やっぱりこういうのを大きく変えるということになれば、特に時間をかけてやら

ないと、説明が行き渡らないので、だからそういう意味では何が問題かということだけを

きちんと出していくということだけは必要だと思うのです。 

だから、そこで僕はさっきから言っているのだけど、一次書類審査のときにもそのこと

を意識してやって、プレゼンテーションのときもそうだし、最後の評価をするところもそ

うだということを、大枠でみんなが問題意識を持ってやれば、そこはそこで出てくるさま

ざまな問題点というのがあるでしょうから、それを最後に報告書のところで集約をして、

次の段階に反映させるというふうなことにしていったらいいのじゃないですか。 

鈴木委員 だから、今のお話を具体論に落とし込むと、我々委員会側でのディスカスと、
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それでＮＰＯとの対話ディスカスと、もう一つ忘れてはいけないのが、やっぱり行政職員

との対話ディスカス、これ３つやろうとすると大変なことになると思うのです。だから、

その辺をうまくスケジューリングをして、来年度にどこまで反映できるかというのは、全

面的には無理です。だから、そういうことを想定して計画を練ったほうがいいのかなと思

います。 

宇都木委員 機会があるときから始めましょう、とにかく始まることがちょっと大事だ

ろうから。 

早田座長 その辺で目標はその辺に持っておきながら、折々の議論をとどめておくと、

積み重ねていくということでよろしいのでしょうか。 

宇都木委員 あまり形式張って考えてやるのなんて意味のないことなので。 

早田座長 ほかはいかがでしょうか。どんなことでも結構です。 

早田座長 特にございませんでしょうか。内山委員、お願いします。 

内山委員 提案事業の募集の中で、区から提案する課題というのがありますね。先ほど

区長さんがおっしゃっていましたけれども、地域センターが１０カ所あると。地元に定着

していろいろなことがスタートしているわけですけれども、その辺に募集案内は行ってい

るのでしょうか。 

事務局 地域センターにも募集案内は置いております。 

内山委員 そうですか。その辺で提案が出てくるといいのです。 

事務局 区から提起する課題のほうですか。 

内山委員 はい。 

事務局 そちらは地域センター自体ではなくて、センターを管轄している部、ですから

地域文化部です。うちの部です。部でその辺はまとめることになっております。 

地域調整課長 区から提案する課題については、うちのほうから各部のほうに、こうい

う課題を出してもらいたいということで提案を受けて、うちのほうで一定の精査をした上

で、事業を募集するに当たって、区側からの提案という形でまとめてお出しするような形

に。 

内山委員 毎年大変少ないのですよね。 

事務局 昨年、１事業。 

地域調整課長 そう、昨年は１個だけだった。 

事務局 その前も２事業。 
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内山委員 そうなのですね。 

早田座長 特別出張所から出るなんて考えてもなかったですけど、そういうこともある

のですか、理論的にはあり得ますか。 

地域調整課長 理論的にはあり得る話で。 

内山委員 一番地元に密着したところですから。 

早田座長 そうですね、一番。 

ほかはいかがでしょうか。特にないようでしたら、閉会ということで。 

事務局のほうからございますか。 

事務局 次回の日程についてです。次回は先ほどご案内いたしましたように４月２７日

の月曜日、午後２時から開催いたしたいと考えております。場所はこちらと同じ会場の第

４委員会室になります。その前に活動資金助成の申請書類等、こちらのほうから送付いた

しますので、委員の方たちにはお忙しい中、申しわけありませんが目を通してきていただ

きたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

早田座長 ほかになければこれで第１回の協働支援会議の議事を閉じたいと思いますが、

長時間ありがとうございました。 

事務局 どうもありがとうございました。 

―― 了 ―― 


